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令和７年度収支補正予算（案）
収入の部 単位（円）

科　　　目 当初予算額 適　　　用

諸収入 263

負担金 729,820

補助金 0

地域公共交通確保維持改善事業費

補助金（地域内フィーダー系統確

保維持費国庫補助金）

支出の部 単位（円）

科　　　目 当初予算額 適　　　用

事務費 27,100

0

0

予備費 126,940

0692,000

126,940

0

0

4,272,000

補正予算額

事業費 692,000

運営費

会議費 11,200

収入合計 857,240

繰越金 127,157

コミュニティバス運行補助金

（地域内フィーダー系統分）

4,272,000

予　　算　　額

729,820

4,272,000

127,157

263

5,129,240

予　　算　　額

11,200

27,100

857,240

補正予算額

0

4,272,000

5,129,240

補助金 4,272,000 0 4,272,000

支出合計

 ２
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《第２号議案》 

資料２ 

 

 

令和８年４月１日コミュニティバス路線・時刻改正について 

 

〇理由 

・今年度４月に改正したコミュニティバス路線について、運転手不足に伴い、さらに運行が厳

しくなっています。このことに対し、タクシー車両での運行等で維持をするとともに、幾つかの

地域要望や利用者数等を総合的に鑑みて、見直しを行いました。 

 

〇方向性 

・改正では、昨年同様にコミュニティバス全路線で実施したOD調査等により、平均利用者数

等を可視化し、様々な視点を考慮するとともに、コミュニティバスは通勤・通学での利用者が

９割以上を占め、一部のバスにおいては乗車過多となっている課題の解決、一方で少人数の

利用者がおられる路線の確保を慎重に判断しました。 

・今後、通勤・通学だけでなく、通院や買い物などの日常生活での移動を求められる人への

新たな交通手段を検討し、進めてまいります。 

 

〇その他 

・今回の改正による周知方法として、コミュニティバス車内のほか、市の公式 LINE、メール配

信サービス、広報、ホームページなどを活用し、周知を行い、利用者へご理解いただけるよう

努めます。 
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変更点等 備考

石部駅北口発着へ変更するため、石部駅発着時刻を変更

第11便を仕業調整のため、13:54発に変更 R7　13:45発

運行(大型バス)に変更のため、経路を一部変更

下田線・三雲駅ルート → 現状維持

下田線・甲西駅ルート →
第１便の満員乗車へ対応し大型バス運行とするため、経路を一部

変更

ひばりヶ丘線 → 現状維持

菩提寺線・甲西駅ルート → 現状維持

菩提寺線・石部駅ルート → 石部駅北口発着へ変更するため、全便の石部駅発着時刻を変更

通学の安全確保のため、第1便を8:18発、経路を一部変更 R7　8:15発

第２便を仕業調整のため、11:15発に変更 R7　11:10発

全便を１日平均利用者数が少人数のため、滋賀タクシー（株）運

行に変更

妙感寺ルート → 慢性的な遅延を回避するため、第１便を7:15発に変更 R7　7:20発

第３便を仕業調整のため、10:35発に変更 R7　10:05発

第５～６便を１日平均利用者数が少人数のため、滋賀タクシー

（株）運行に変更

三雲線・東庁舎ルート → 現状維持

第１便を仕業調整のため、9:35発に変更 R7　9:30発

第６便を仕業調整のため、12:25発に変更 R7　12:40発

第７便を仕業調整のため、12:45発に変更 R7　13:00発

第８便を仕業調整のため、15:05発に変更 R7　14:05発

第１便の１日平均利用者が少人数のため減便

第３～第４便を統合のため、14:30発に変更
R7　3便 13:15発

　　 4便 15:10発

甲西南線・三雲小学校ルート → 現状維持

石部線・東庁舎ルート →

イオンタウンルート →

令和８年４月１日　コミュニティバス路線　改正概要

路線

美松台ルート →

石部循環線 →

医療センタールート →
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石部循環線 

 

 

 

 

変更前 変更後 

 

       便 号 

停留所名 
1 

（～18 便同様） 

石 部 駅 7:05 

  

  

石 部 駅 7:35 

  

       便 号 

停留所名 
11 12 

石 部 駅 13:45 14:45 

西 御 旅 13:46 14:46 

文 化 総 合 セ ン タ ー 13:47 14:47 

市 役 所 西 庁 舎 ↓ ↓ 

登 り 町 ↓ ↓ 

郵 便 局 13:47 14:47 

石 部 交 番 前 13:48 14:48 

古 宮 13: 48 14:48 

医 療 セ ン タ ー 13:50 14:50 

宮 の 森 13:52 14:52 

石 部 南 口 ②13:54 ②14:54 

石 部 南 13:55 14:55 

阿 星 保 育 園 13:56 14:56 

石部南まちづくりセンター 13:56 14:56 

近 江 学 園 13:57 14:57 

東 寺 13:58 14:58 

東 寺 集 会 所 13:58 14:58 

長 寿 寺 13:59 14:59 

じ ゅ ら く の 里 14:00 15:00 

西 寺 新 田 14:01 15:01 

西 寺 14:02 15:02 

   

   

 

       便 号 

停留所名 
1 

（～18 便同様） 

石 部 駅 7:04 

  

  

石 部 駅 7:36 

 

       便 号 

停留所名 
11 12 

石 部 駅 13:54 14:44 

西 御 旅 13:56 14:46 

文 化 総 合 セ ン タ ー 13:57 14:47 

市 役 所 西 庁 舎 ↓ ↓ 

登 り 町 ↓ ↓ 

郵 便 局 13:57 14:47 

石 部 交 番 前 13:58 14:48 

古 宮 13:58 14:48 

医 療 セ ン タ ー 14:00 14:50 

宮 の 森 14:02 ↓ 

石 部 南 口 ②14:04 ②14:52 

石 部 南 14:05 14:53 

阿 星 保 育 園 14:06 ↓ 

石部南まちづくりセンター 14:06 ↓ 

近 江 学 園 14:07 14:54 

東 寺 14:08 14:55 

東 寺 集 会 所 14:08 14:55 

長 寿 寺 14:09 14:56 

じ ゅ ら く の 里 14:10 14:57 

西 寺 新 田 14:11 14:58 

西 寺 14:12 14:59 

   

   

●石部駅南側広場整備工事に伴い、新しく開通し整備された石部駅北口

を発着とするルートへ変更する。 

（１便～18 便同様に発着時間を１分変更） 

●仕業調整により 11 便の時刻を変更する。 

●大型バスでの運行とするため、12 便の一部経路を変更する。 
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       便 号 

停留所名 
11 12 

西 寺 口 ③14:03 ③15:03 

   

   

石 部 高 校 14:04 15:04 

ケ ア セ ン タ ー 14:05 15:05 

ケ ア セ ン タ ー 前 14:06 15:06 

石 部 中 学 校 14:07 15:07 

   

   

宝 来 坂 14:08 15:08 

岡 出 口 14:09 15:09 

   

   

登 り 町 14:10 15:10 

市 役 所 西 庁 舎 14:11 15:11 

文 化 総 合 セ ン タ ー 14:12 14:12 

西 御 旅 14:13 15:13 

石 部 駅 14:18 15:18 

  

 

       便 号 

停留所名 
11 12 

西 寺 口 ③14:13 ③15:00 

   

   

石 部 高 校 14:14 15:01 

ケ ア セ ン タ ー 14:15 ↓ 

ケ ア セ ン タ ー 前 14:16 15:03 

石 部 中 学 校 14:17 15:04 

   

   

宝 来 坂 14:18 15:05 

岡 出 口 14:19 15:06 

   

   

登 り 町 14:20 15:07 

市 役 所 西 庁 舎 14:21 15:08 

文 化 総 合 セ ン タ ー 14:22 15:09 

西 御 旅 14:23 15:10 

石 部 駅 14:29 15:16 
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下田線・甲西駅ルート 

 

変更前 変更後 

 

       便 号 

停留所名 
1 

下 田 7:00 

  

  

岩 根 中 央 7:08 

善 水 寺 7:09 

岩 根 7:10 

岩 根 西 口 7:11 

  

  

  

甲 西 駅 北 口 7:27 

 

  

 

       便 号 

停留所名 
1 

下 田 7:00 

  

  

岩 根 中 央 7:08 

善 水 寺 ↓ 

岩 根 ↓ 

岩 根 西 口 ↓ 

  

  

  

甲 西 駅 北 口 7:27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●乗車過多となっている状況を解決するため、大型バス(9m 車両)

での運行とするため、1 便の一部経路を変更する。 

5
P7



菩提寺線・石部駅ルート 

 

 

 

 

変更前 変更後 

 

       便 号 

停留所名 
1 2 

ハイウェイサイドタウン 6:35 6:50 

   

   

北 山 台 南 口 ③ 6:47 7:02 

石 部 口 6:51 7:06 

文 化 藏 合 セ ン タ ー 6:52 7:07 

西 御 旅 6:53 7:08 

石 部 駅 7:00 7:25 

  

 

      便 号 

停留所名 
3 4 5 

石 部 駅 9:03 13:15 17:55 

    

    

    

石 部 駅 9:39 13:50 13:34 
 

 

       便 号 

停留所名 
1 2 

ハイウェイサイドタウン 6:35 6:50 

   

   

北 山 台 南 口 ③   

石 部 口 ↓ ↓ 

文 化 藏 合 セ ン タ ー ↓ ↓ 

西 御 旅 ↓ ↓ 

石 部 駅 6:55 7:20 

 

 

      便 号 

停留所名 
3 4 5 

石 部 駅 9:03 13:14 17:54 

    

    

    

石 部 駅 9:40 13:51 18:35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●石部駅南側広場整備工事に伴い、新しく開通し整備された石部駅北口

を発着とするルートへ変更する。 

（１～２便は石部駅着のみ、３～５便は石部駅発着を変更） 
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美松台ルート 

 

 

変更前 変更後 

 

       便 号 

停留所名 
１ 2 

甲 西 駅 北 口 8:15  

市 役 所 東 庁 舎 ① ↓ 11:10 

夏 見 新 田 8:17 11:12 

夏 見 診 療 所 8:20 11:15 

針 西 8:21 11:16 

美 松 苑 8:22 11:17 

赤 松 台 8:23 11:18 

美 松 台 8:26 11:21 

美 松 台 北 8:28 11:23 

東 山 台 8:29 11:24 

甲 西 駅 南 口 8:32 11:27 

美 松 8:35 11:30 

市 役 所 東 庁 舎 ① 8:38 11:33 

  

 

       便 号 

停留所名 
１  

甲 西 駅 北 口 8:18  

市 役 所 東 庁 舎 ① ↓ 11:15 

夏 見 新 田 ↓ 11:17 

夏 見 診 療 所 ↓ 11:20 

針 西 8:21 11:21 

美 松 苑 8:22 11:22 

赤 松 台 8:23 11:23 

三 松 台 8:26 11:26 

美 松 台 北 8:28 11:28 

東 山 台 8:29 11:29 

甲 西 駅 南 口 8:32 11:32 

美 松 8:35 11:35 

市 役 所 東 庁 舎 ① 8:38 11:38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●旧東海道スクールゾーンの進入禁止時間と重なる時刻であった

ため、令和７年４月からの間にバスの通行を停止している。市民か

らの問い合わせ等はなく、子どもたちの通学の安全確保のため、１

便は旧道を走行しないルートへ変更する。 
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妙感寺ルート 

変更前 変更後 

 

       便 号 

停留所名 
1 

三 雲 駅 7:20 

三 雲 が 丘 7:22 

西 山 団 地 7:25 

泉 ヶ 丘 団 地 7:28 

泉 ヶ 丘 公 園 7:29 

泉 ヶ 丘 団 地 7:31 

泉 ヶ 丘 口 7:31 

妙 感 寺 7:32 

泉 ヶ 丘 口 7:33 

西 山 団 地 7:35 

勅 使 野 橋 7:36 

三雲コミュニティセンター 7:37 

瑞 美 ヶ 丘 7:39 

吉 永 7:42 

夏 見 7:43 

三 雲 駅 7:53 

  
 

 

       便 号 

停留所名 
1 

三 雲 駅 7:15 

三 雲 が 丘 7:17 

西 山 団 地 7:20 

泉 ヶ 丘 団 地 7:23 

泉 ヶ 丘 公 園 7:24 

泉 ヶ 丘 団 地 7:26 

泉 ヶ 丘 口 7:26 

妙 感 寺 7:27 

泉 ヶ 丘 口 7:28 

西 山 団 地 7:30 

勅 使 野 橋 7:31 

三雲コミュニティセンター 7:32 

瑞 美 ヶ 丘 7:34 

吉 永 7:37 

夏 見 7:38 

三 雲 駅 7:53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●三雲駅への慢性的な遅延に対応するため、１便の出発時刻を変

更する。 

（三雲駅着の時間は変更なし） 
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医療センタールート 

変更前 変更後 

 

       便 号 

停留所名 
3 

甲 西 駅 北 口 10:05 

甲 西 中 学 校 10:06 

市 役 所 東 庁 舎 ② 10:09 

美 松 10:10 

大 池 町 10:13 

仲 町 10:14 

西 柑 子 袋 10:14 

上 葦 穂 神 社 10:15 

南 柑 子 袋 10:15 

東 寺 一 丁 目 10:16 

石 部 南 10:17 

石 部 南 口 ① 10:18 

宮 の 森 10:19 

医 療 セ ン タ ー 10:20 

西 柑 子 袋 10:22 

農 道 柑 子 袋 10:23 

美 松 10:27 

市 役 所 東 庁 舎 ① 10:28 

甲 西 中 学 校 10:30 

甲 西 駅 北 口 10:34 

 

 

 

       便 号 

停留所名 
3 

甲 西 駅 北 口 10:35 

甲 西 中 学 校 10:36 

市 役 所 東 庁 舎 ② 10:39 

美 松 10:40 

大 池 町 10:43 

仲 町 10:44 

西 柑 子 袋 10:44 

上 葦 穂 神 社 10:45 

南 柑 子 袋 10:45 

東 寺 一 丁 目 10:46 

石 部 南 10:47 

石 部 南 口 ① 10:48 

宮 の 森 10:49 

医 療 セ ン タ ー 10:50 

西 柑 子 袋 10:52 

農 道 柑 子 袋 10:53 

美 松 10:57 

市 役 所 東 庁 舎 ① 10:58 

甲 西 中 学 校 11:00 

甲 西 駅 北 口 11:04 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●仕業調整により 3 便の時刻を変更する。 
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イオンタウンルート 

変更前 変更後 

※青文字は休日運休 

       便 号 

停留所名 
1 6 

甲 西 駅 北 口 9:30 12:40 

甲 西 中 学 校 9:30 12:40 

夏 見 新 田 9:32 12:42 

保 健 セ ン タ ー 9:34 12:44 

ｲ ｵ ﾝ ﾀ ｳ ﾝ 湖 南 9:45 12:55 

  

       便 号 

停留所名 
7 8 

ｲ ｵ ﾝ ﾀ ｳ ﾝ 湖 南 13:00 14:05 

保 健 セ ン タ ー 13:03 14:08 

夏 見 新 田 13:05 14:10 

甲 西 中 学 校 13:07 14:12 

甲 西 駅 北 口 13:15 14:20 
 

※青文字は休日運休 

       便 号 

停留所名 
1 6 

甲 西 駅 北 口 9:35 12:25 

甲 西 中 学 校 9:35 12:25 

夏 見 新 田 9:37 12:27 

保 健 セ ン タ ー 9:39 12:29 

ｲ ｵ ﾝ ﾀ ｳ ﾝ 湖 南 9:50 12:40 

 

       便 号 

停留所名 
7 8 

ｲ ｵ ﾝ ﾀ ｳ ﾝ 湖 南 12:45 15:05 

保 健 セ ン タ ー 12:48 15:08 

夏 見 新 田 12:50 15:10 

甲 西 中 学 校 12:52 15:12 

甲 西 駅 北 口 13:00 15:20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●仕業調整により１．6．７．８便の時刻を変更する。 
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石部線・東庁舎ルート 

変更前 変更後 

※青文字は休日運休 

      便 号 

停留所名 
1 

石 部 駅 10:05 

西 御 旅 10:06 

文化総合センター 10:07 

石 部 口 10:08 

美 松 10:17 

市 役 所 東 庁 舎 ① 10:20 

 

      便 号 

停留所名 
3 4 

市 役 所 東 庁 舎 ② 13:15 15:10 

美 松 13:18 15:13 

石 部 口 13:27 15:22 

文化総合センター 13:28 15:23 

西 御 旅 13:29 15:24 

石 部 駅 13:30 15:25 
 

※青文字は休日運休 

      便 号 

停留所名 
1 

石 部 駅  

西 御 旅  

文化総合センター  

石 部 口  

美 松  

市 役 所 東 庁 舎 ①  

 

      便 号 

停留所名 
3 4 

市 役 所 東 庁 舎 ② 14:30  

美 松 14:33  

石 部 口 14:42  

文化総合センター 14:43  

西 御 旅 14:44  

石 部 駅 14:45  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●仕業調整により１便を減便、３．４便を統合し時刻を変更する。 
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石部駅周辺経路図

新ルート

石部循環線

菩提寺線・石部駅ルート

石部線・東庁舎ルート
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下田線・甲西駅ルート経路図

新ルート

下田線・甲西駅ルート
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美松台ルート経路図

美松台線
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《第３号議案》                         資料３ 

 

路線バス「草津伊勢落線」バスルートの変更について 

 

滋賀バス株式会社の運行する路線バス「草津伊勢落線」では運行する便によって石部

駅南口より発着しています。湖南市が令和８年度から石部駅南側広場整備工事を行うた

め、一定期間、発着点が石部駅北口へ変更となります。 

これを受けて、従来の道路の状況などを鑑み、新しく開通した石部駅北口ルートに変

更したく考えておりますので、協議会でのご承認をお願い申し上げます。このルートの

変更に伴う時刻や石部駅口以降のバス停に変更はありません。 

承認いただけましたら、利用者への周知を図ります。 

 

【対象路線】 

  路線バス「草津伊勢落線」 

【変更内容】 

   ルートの変更 

 【変更を予定する日】 

   令和８年６月１日予定 

  

  

現行路線 

変更後路線 
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《報告１》                             資料４ 

コミュニティバス小学生以下運賃夏休み無料キャンペーンの 

結果について 
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夏休みバス無料乗車　人員実績（全体）

R7 R6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

子 1 1 6 4 2 2 2 3 1 2 1 1 3 5 34 23

同伴者 1 1 6 4 2 2 2 3 1 2 1 1 3 5 34 20

子 25 2 3 20 2 48 5 12 6 2 30 1 2 4 2 14 10 9 8 7 4 3 55 10 37 1 4 4 330 202

同伴者 5 2 3 2 8 5 12 6 2 6 1 2 4 2 9 10 9 8 9 4 3 17 10 8 1 4 4 156 77

子 1 1 2 4 2 2 11 2 25 4

同伴者 1 1 4 2 2 9 2 21 2

子 4 4 3 2 6 1 1 4 5 1 3 2 2 3 41 32

同伴者 4 4 3 2 6 1 1 4 5 1 3 2 2 3 41 20

子 1 6 2 4 13 7

同伴者 1 2 4 7 4

子 4 2 2 4 2 2 1 2 1 2 5 27 24

同伴者 4 2 2 1 2 1 2 1 2 4 21 16

子 2 1 2 5 3

同伴者 2 1 2 5 3

子 1 1 1 3 1 1 1 4 2 1 1 5 1 23 10

同伴者 1 1 3 1 1 1 4 2 1 1 4 1 21 7

子 0 9

同伴者 0 5

子 0 7

同伴者 0 3

子 4 2 10 2 8 14 4 5 2 3 2 2 1 59 38

同伴者 4 2 6 2 3 12 2 5 2 3 1 2 1 45 35

子 0 0

同伴者 0 0

子 3 6 2 1 2 3 2 49 6 5 3 2 1 7 19 1 2 1 28 6 3 152 127

同伴者 3 6 2 1 2 3 2 12 6 4 3 2 1 7 19 1 2 1 13 6 3 99 69

計 709 486

計 450 261

計 1,159 747

前年比 155.2%

同伴者

子

医療センター

三雲線・東庁舎ルート

石部線・東庁舎ルート

イオンタウンルート

三雲小学校

石部循環線

計

美松台ルート

妙感寺ルート

路線 区分 計

下田線（三雲駅ルート）

下田線（甲西駅ルート）

ひばりｹ丘線

菩提寺線（甲西駅ルート）

菩提寺線（石部駅ルート）
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夏休みバス無料乗車体験キャンペーン　アンケート結果

回答番

号

Q1．どちらの小学校

区にお住まいですか？

Q3．どの路線に乗り

ましたか？（複数回答

可）

Q4．対象者はどちら

に当てはまりますか。

Q6．バスの乗車

体験は楽しかっ

たですか。

Q7．今回のバス

乗車体験を通し

て、これからも

バスに乗ってみ

たいと思います

か。

Q8．バスの乗車体験は

勉強になりましたか。
Q9．バスに乗ってみて思ったことや感想など

Q10．このような

取組はお子さん

の社会学習に役

立つと思います

か。

自由回答（乗車体験の感想やバスについてなど）

Q11．アンケー

ト特典（図書

カード）を希望

しますか。

1 ７．菩提寺北学区 ４．バス乗車体験
５．菩提寺線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった こにゃんのバスが素敵 １．役に立つ

土日祝のバスの便が少なすぎる。

イオンに行くのにバスの乗り継ぎをしないと行けないので、なかなか行けない。

車がないから利用したいけど、バスの便が少すぎて利用できない。

行っても帰ってこれない。

１．はい

2 ３．石部学区 ４．バス乗車体験 １．石部循環線
２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 停留所が思ったより細かく設置されていたのに驚きました。 １．役に立つ 子どもが喜んでいたので良かったです。 １．はい

3 ８．下田学区 その他 商業施設利用
３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生 その他 兄 １．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

下田学区は生活に必要な利用施設が徒歩圏内ないため、こども

達で利用できるように増便してほしい
１．役に立つ 子供達で利用できるようにしてほしい。交通機関がないと生活できない １．はい

4 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
３．下田線・甲西駅

ルート

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ １．はい

5 ８．下田学区
３．JR草津線を利用

するための移動

２．下田線・三雲駅

ルート

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

2歳児なので、バスの中にも興味津々でした。ベルを鳴らしたい

衝動があって、ずっと「押していい？」と何度も確認していまし

た。やっとベルが押せると知った時の笑顔がたまらなく可愛

かったです。車内でも騒がないように、窓から見えるいろんな

車を見て楽しみました。

１．役に立つ

まだ2歳児なので、バスに乗る体験だけでも楽しいと思います。バスに乗る前は

「バスぅ！バスいっぱいー！」って。おもちゃのバスは持っていても、実際に大

きいバスは、小さな息子からしたら大きなおもちゃ来たー！乗れるー！という感

じなのでしょうか。数年後、小学生になったらまた違うバスの楽しみ方が発見で

きるのかなとワクワクしています。

１．はい

6 １．三雲学区 １．買物
10．三雲線・東庁舎

ルート

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ １．はい

7 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
10．三雲線・東庁舎

ルート
３．小学生

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ １．はい

8 ４．石部南学区
３．JR草津線を利用

するための移動
１．石部循環線 ３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

バスには色々な人が乗ってるなと思った。バスに降りる時には

ボタンを押すこともわかった。全部の停留所には止まらないと

はじめて知った。

１．役に立つ

バスのマナーや乗り方を知ることができたと思う。普段、バスや電車などの公共

施設を利用することがほとんどないので、良い勉強の機会になった。

ありがとうございます。

１．はい

9 ９．水戸学区 ４．バス乗車体験
２．下田線・三雲駅

ルート
１．乳幼児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 本数が少ない １．役に立つ 今後もこのような取り組みがあると嬉しいです。 １．はい

10 ９．水戸学区 ４．バス乗車体験
３．下田線・甲西駅

ルート

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

１歳3ヶ月の女の子だが車が大好きで最近ブッブーと言えるよう

になったタイミングで乗車体験があり、パパと数回利用しまし

た。

大人も子どもも喜んでおり、このような体験があることが嬉し

かったです。

１．役に立つ
お散歩でバスを見かけると、ブッブーと大きな声を出すようになりました！

また来年もあると嬉しいです。
１．はい

11 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
３．下田線・甲西駅

ルート
１．乳幼児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった バスに初めて乗って、楽しかったです。 １．役に立つ 行ったことのない場所を巡る事ができて、大人も楽しめました。 １．はい

12 ５．岩根学区 その他
社会福祉セン

ター、図書館

３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生 その他 従姉妹 １．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

『降ります』のボタンを押すのが

楽しかった！

冬休みや春休みも、このサービスをしてもらえたらうれしいで

す。

１．役に立つ

娘が自立して、社会福祉センターのイベントや図書館に行く事ができ良かったで

す。

岩根から石部の塾へ通っているのですが、14時以降に岩根西口~石部交番前の便

を作って頂けたら、スゴく有難いです。

１．はい

13 ８．下田学区 その他 図書館
３．下田線・甲西駅

ルート

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

移動手段は車という考えしかなかった子供達がバスを利用した

事で、バスが来る時間もわくわくうきうきとし、遠足気分のよ

うな気持ちでとても嬉しそうにしていました。

１．役に立つ
バスを利用することで、行き帰りの時間を考えながら行動できたこと、バスに

乗った時のマナーの勉強ができ良かったです。
１．はい

14 ９．水戸学区 ４．バス乗車体験
３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 夏休みはバス乗る乗車さんがあまりいない １．役に立つ

バス料金が普段、何処からでも大人250円!?

中学生割引とかあってほしい
１．はい

15 ８．下田学区 その他 図書館
３．下田線・甲西駅

ルート

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった バスの運行数が少ないと感じた １．役に立つ １．はい

16 ４．石部南学区 ４．バス乗車体験 １．石部循環線
２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ

湖南市内の駅に行く路線が多いので、JRの補助が出ると使いやすい

土日祝を増やして欲しい
１．はい

17 ３．石部学区
３．JR草津線を利用

するための移動
１．石部循環線 ３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う

２．勉強にならなかっ

た
１．役に立つ １．はい

18 ３．石部学区 ４．バス乗車体験 １．石部循環線 １．乳幼児
１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

まだ話せませんが、楽しかった？と聞くとニコニコでうん！と

言ってくれました。
１．役に立つ

子どもは生まれて初めてのバスでした。普段は車移動ばかりでバスに乗る機会が

なかった為、イベントに参加させて頂きとても良い経験になりました。私自身も

湖南市でバスに乗った事がなかったのですが、今まで知らない道を知る事ができ

てよかったです。ありがとうございました。

１．はい

19 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
10．三雲線・東庁舎

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

初めて乗ったけど、どこからどこにいくのか、お金の払いかた

も初めてで難しかった
１．役に立つ

日頃は車での移動ばかりだったが、子どもが自分で移動することを考えるとバス

の乗車体験はとても意義のある物だと思った。子どももわたしも初めて乗車した

が、ルートなども慣れると使いやすいのだと思う。

１．はい

20 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

普段はバスに乗るという選択肢はない生活。

バスは、私たちの身近に寄り添ってくれてるのだと認識でき

た。

１．役に立つ

乗車体験できる日が、日曜日であった。もう少し乗りたかったのに本数が少なく

残念だったが、楽しく乗車させていただけた。 １．はい

21 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
13．甲西南線・三雲

小学校ルート
３．小学生

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 意外にゆれた １．役に立つ １．はい

22 ３．石部学区 ４．バス乗車体験 １．石部循環線
２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 最初は音に怖かったけど楽しかった １．役に立つ

湖南市に越してきだばかりで土地勘もない中での乗車体験は親子ともに楽しめま

した
１．はい

23 ２．三雲東学区 ４．バス乗車体験 ８．妙感寺ルート
２．保育園・幼稚園・

こども園児

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった すごく楽しそうに色々話してくれました １．役に立つ バスの乗り方などこれからに役立つことを無料で体験できるのは大きいです １．はい

24 ２．三雲東学区 ４．バス乗車体験 ８．妙感寺ルート
２．保育園・幼稚園・

こども園児

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ ２．いいえ

25 ７．菩提寺北学区 ４．バス乗車体験
５．菩提寺線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 普段通らない道を通って色んな景色を見れて楽しかったです。 １．役に立つ

車ばかりなのでたまにゆっくりバスに乗れて良い時間でした。

時刻表もネットで簡単に検索できスムーズに乗車できました。
１．はい

～　Q9．は児童（小学生以下）が回答あるいは児童の意見を回答してください。 ～　Q11．は保護者の方が回答してください。

Q2．どのような目的で利用されました

か？
Q5．誰とバスに乗りまし

たか。
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夏休みバス無料乗車体験キャンペーン　アンケート結果

回答番

号

Q1．どちらの小学校

区にお住まいですか？

Q3．どの路線に乗り

ましたか？（複数回答

可）

Q4．対象者はどちら

に当てはまりますか。

Q6．バスの乗車

体験は楽しかっ

たですか。

Q7．今回のバス

乗車体験を通し

て、これからも

バスに乗ってみ

たいと思います

か。

Q8．バスの乗車体験は

勉強になりましたか。
Q9．バスに乗ってみて思ったことや感想など

Q10．このような

取組はお子さん

の社会学習に役

立つと思います

か。

自由回答（乗車体験の感想やバスについてなど）

Q11．アンケー

ト特典（図書

カード）を希望

しますか。

～　Q9．は児童（小学生以下）が回答あるいは児童の意見を回答してください。 ～　Q11．は保護者の方が回答してください。

Q2．どのような目的で利用されました

か？
Q5．誰とバスに乗りまし

たか。

26 ４．石部南学区
３．JR草津線を利用

するための移動
１．石部循環線

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ

草津線との連絡も考えた時刻表で運行していただけるともっと便利になる。駅に

着いて30分の待ち時間は何もすることがないし周りにお店も無いので時間を潰す

手段が無い。

１．はい

27 ８．下田学区
３．JR草津線を利用

するための移動

３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 運転士の仕事は大変な仕事な事が分かりました。 １．役に立つ

バス停が遠いこともあり、あまり利用することがありませんが、車を使えない時

などもあるので、いつでもバスが利用ということにとても安心感があります。

子どもはバスを利用することがほとんどないので、バスに乗ることができてとて

も喜んでいました。

１．はい

28 ９．水戸学区
３．JR草津線を利用

するための移動

３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

座っても良い席なのか分からなくて座っていなかったら、運転

手さんが座って下さいと言って教えてくれました。 １．役に立つ

私自身、あまり乗車する機会が無かったのですが、無料で体験出来るということ

で、一緒に普段は車で出掛けら場所でもバスと電車で出掛けてみる機会になりま

した。

また乗る時のイメージになると思うので、勉強になったと思います。

１．はい

29 ３．石部学区 ４．バス乗車体験 １．石部循環線 ３．小学生

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

孫と夏休みにこにゃんバスに乗りました。とても喜んでいまし

た。窓が大きく子ども目線で外が見えて良かった。
１．役に立つ ２．いいえ

30 １．三雲学区 ４．バス乗車体験

１．石部循環線;３．

下田線・甲西駅ルー

ト;７．美松台ルート;

９．医療センタールー

ト

１．乳幼児
１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった 楽しかった １．役に立つ

このキャンペーン期間以前にも、3才の子どもがバスに乗りたがり、何回か乗っ

ていました。同伴者含め無料という事で、大変ありがたかったです。

普段は車移動ですので、いつも通る道もバスで通ると特別感があり、子どももと

ても楽しんでいました。

チラシにあったパスカードついていた事で、それを自分で持って乗る、という体

験も嬉しかったようです。

ありがとうございました。

１．はい

31 １．三雲学区 ４．バス乗車体験 ４．ひばりヶ丘線 １．乳幼児
１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

バスが大好きな息子は嬉しそうで、

普段チャイルドシートに乗って車の外を見ると景色があまり見

えないですが、バスからの眺めがよくて、色んなところを指差

しして楽しそうにしていました。

１．役に立つ
普段車で移動しているため、なかなかバスを利用する機会がなかったのでこうい

う体験をさせてもらえたのはよかったです。
１．はい

32 １．三雲学区 その他 文化ホール
９．医療センタールー

ト
３．小学生

３．おじいちゃ

ん・おばあちゃ

ん

１．楽しかった
１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ 時間通りに来て時間通りに目的地に着いた。 １．はい

33 １．三雲学区 ４．バス乗車体験
11．イオンタウン

ルート
１．乳幼児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

パパとバス乗って楽しかった！

（2歳6ヶ月の息子より）
１．役に立つ

普段車移動のためバスに乗る機会はありませんでした。

見慣れた景色でもバスに乗るとまた違って見えたのか、終始楽しそうにしていま

した。

イオンタウン付近を通ると「この前パパとバス乗ってビッグ来た！」と教えてく

れます。子どもにとって大好きなバスに乗って景色を見れた約15分がとても素敵

な思い出になっていました。

またバスの乗り方やマナーなど、2歳半なりに何か感じ取ってもらえたのではな

いかと感じ、よい社会学習や経験になったと思います。

素敵な機会をありがとうございました。

１．はい

34 ９．水戸学区
３．JR草津線を利用

するための移動

３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

バス内が静かだったのと、運転手さんの気遣い（降りるときに

笑顔で話してくださった）が嬉しかったです。
１．役に立つ

仕事では車が多いのですが、プライベートでのお出かけや子供の長期休みの時等

にバスを利用させていただいています。交通機関があることはとてもありがたい

なと感じています。

１．はい

35 ９．水戸学区
３．JR草津線を利用

するための移動

３．下田線・甲西駅

ルート
３．小学生

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった

子供達はコミュニティバスに乗ったのが初めてでした。夏休み

期間中ということもあり、思っていたよりたくさんの人が乗っ

ていた。

１．役に立つ

お友達親子と一緒にバスに乗って甲西駅まで行き、草津線に乗り京都まで遊びに

行きました。普段バスに乗ることがないので無料が有り難く、またバスに乗ると

きのマナーなど勉強になり良い経験になり良かったです。ぜひまた利用したいと

思いました。

１．はい

36 １．三雲学区
３．JR草津線を利用

するための移動

９．医療センタールー

ト

２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ

普段から娘と利用させていただいているので有り難く使わせていただきました。

来年もしあればお友達と一緒に乗りたいと言っていました。
１．はい

37 ２．三雲東学区 ４．バス乗車体験 ７．美松台ルート
２．保育園・幼稚園・

こども園児

１．お父さん・

お母さん
１．楽しかった

１．乗ってみた

いと思う
１．勉強になった １．役に立つ

電車や乗り物が好きな娘と一緒に、祖母の家の最寄りまでバスに乗って行きまし

た。

祖母もバス停まで迎えにきてくれ、いつもと違う体験がたくさんでき子供もうれ

しそうでした。

子供だけではなく付き添いの親まで無料で乗せてもらえたのは本当にありがた

かったです。

１．はい
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夏休み「バス乗車体験」キャンペーン 利用状況 

 

１．利用学区別 

 令和６年度：石部、菩提寺、下田学区 

令和７年度：三雲、石部、下田、水戸学区 

前年度は利用が少なかった三雲学区が一番多く利用があった。 

 

２．目的別 

JR 草津線を利用するための移動やバス乗車体験 

 

３．路線別 

令和６年度： 石部循環線、下田・甲西駅ルート、菩提寺・甲西駅ルート、 

イオンタウンルート 

令和７年度：石部循環線、下田・甲西ルート 

利用学区から駅までのルート利用が多い。 

 

  

４．アンケート結果から 

 普段乗らないバスを利用することで、子どもにとって良い体験ができたと多くの嬉しい

意見が多くあった。 

 一方で、バスの本数が少ないとの意見も多かった。 

 前年度は初年度であったこともあり、滋賀バス運転手に対する無料乗車の周知が不十分

であり、料金を徴収してしまうことや言動が荒くなるなど無料乗車への対応にトラブルも

ありました。 この件については、滋賀バスへ指導し解決済み。 

 乗車トラブルへの改善策として、乗車パスカードを提示してもらうようにしたことで、運

転手からもわかりやすく、今年度はトラブルや運転手からの不満は聞いていません。 

 乗車パスは小学校へ配布依頼、HP からのダウンロード、市役所やまちづくりセンターで

配布のほか、乗車後でも使用できるよう、バス内にも設置した。 
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資料５ 

《報告２》 

 

 

令和７年度地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価について 

 

 

国土交通省の支援制度である「地域公共交通確保維持改善事業」の事業評価（自己評価）

を行いましたので、その結果を報告します。 

 

 

事業評価の目的 

地域公共交通確保維持改善事業の事業評価は、協議会が生活交通改善事業計画に位置

付けられた補助対象事業について、事業の実施状況の確認、目標達成状況等の評価を行う

ことによって、補助対象事業がより効果的、効率的に推進されることを目的とする。 

 

 

事業評価の公表 

地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会に

て事業の実施状況の確認、評価を行い、その結果を地方運輸局に報告するとともに、その内

容を公表する。 
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１.  協議会が目指す地域公共交通の将来像 

公共交通の将来像 

令和６年３月に策定した「湖南市地域公共交通計画」において、第２次湖南市総合計

画の示すまちの将来像「ずっとここに暮らしたい！ みんなで創ろう きらめき湖南」を

実現するべく、目指す地域交通の姿として、「ずっと安心して暮らせるまちへ みんな

“を”支える地域公共交通をみんな“で”創る」としている。 

地域公共交通を子どもが暮らす未来まで維持・確保するとともに、このまちに暮らし

つづけたくなるよう、絶えず改善を図ります。 

【計画区域】湖南市全域 

【計画期間】令和６（2024）年度から令和 10年(2028)年度の５年間 

 

公共交通ネットワークのイメージ図 

※別添「図 将来の地域公共交通ネットワーク」のとおり 

 

２. 目標設定及びその達成状況の評価に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

  

湖南市地域公共交通会議（ネットワーク全体の評価） 

○湖南市地域公共交通計画において、数値目標を以下のとおり設定、令和６年度の実

績は下記のとおり。 

数値指標  単位 
2023 策定時 

(R5) 

2024 

(R6) 

2028目標 

(R10) 

利用者

数 

市内３駅の乗車人

員計 
人/日 5,556 5,632 6,146 

平日便数あたり市

内３駅乗車人員 
人/便 80.5 81.6 81.9 

JR草津線輸送密度

(貴生川～草津) 
人/日 16,122 16,398 18,237 

路線バス利用者数

(２路線計) 
千人/年 101 101 120 

コミュニティバス

めぐるくん利用者

数(全路線計) 

千人/年 288 267 316 

収支率 
コミュニティバス

めぐるくん収支率 
％ 39.3 32 40.6 

行政 

負担額 

コミュニティバス

めぐるくんへの行

政負担額 

百万円/

年 
74 98.5 90 

・コミュニティバスめぐるくんについては、減便等の影響もあり利用者数は減少して

いる。 
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３. 目標達成に向けた公共交通に関する具体的取組み内容 

（１） 取組経緯 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等 

 

 

地域公共交通確保維持改善事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 種別 事業概要 

地域公共交通確

保維持改善事業 

（地域間幹線系

統） 

バス事業

者 

R6 年 10 月

～R7年 9月 

幹 地域間幹線系統の維持確保に向け

た運行費補助 

  （令和７年度 １系統） 

地域公共交通確

保維持改善事業 

（地域内フィー

ダー系統） 

湖南市 R6 年 10 月

～R7年 9月 

フ 地域間幹線系統の維持確保に向け

た運行費補助 

  （令和７年度 ９系統） 

【種別】幹：地域間幹線系統、フ：地域内フィーダー系統、策：計画策定事業、利策：利便増進計画

策定事業、利推：利便増進計画推進事業、継策：運送継続計画策定事業、継推：運送継続計画

推進事業 

その他補助事業 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

コミュニティバス

「めぐるくん」高

齢者無料乗車券交

付事業 

湖南市 R6年 10月～

R7年 9月 

高齢者の介護予防・外出促進、運

転免許証自主返納者を支援すると

ともに、コミュニティバスの昼間

時間帯の利用促進を図った。 

交付枚数：1,207枚 

使用実績枚数：17,662枚 

補助対象事業 

〇湖南市地域公共交通会議の開催 

令和６年６月 14日(金) 

・令和７年度 地域公共交通確保維持事業について協議 

令和７年２月 20日（木） 

・令和７年度 地域公共交通確保維持事業の変更について協議 

令和７年６月 25日（水） 

・夏休みバス無料乗車体験キャンペーンや高齢者無料乗車券交付事業について 

協議 

・令和８年度 地域公共交通確保維持事業について協議 

令和８年２月（予定） 

・湖南市地域公共交通計画における進捗状況の報告 
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夏休みバス無料乗

車体験キャンペー

ン 

湖南市 R7.8月 幼少期からバスに慣れ親しんでも

らうことを目的とし、８月１日か

らの夏休み期間、小学生以下の子

どもと同伴者のコミュニティバス

の無料乗車体験キャンペーンを実

施した。 

乗車人員：1,159名 

（子ども 709名、同伴者 450名） 

コミュニティバス

通学定期券補助事

業 

湖南市 R7年 7月～ 

R8年 2月 

市内に在住する学生等に対し、コ

ミュニティバス通学定期券の補助

を行っている。 

(内閣府：物価高騰対応重点支援地

方創生臨時交付金を活用) 

7～11月販売枚数：114枚  

補助額：799,200円 

官民連携による企

業共同運行バスの

実現に向けた人材

育成プロジェクト 

業務委託 

湖南市 R7年 7月～ 

R8年 1月 

市内工業団地を中心に地域公共交

通に関する現況把握や工業団地に

よる企業共同運行バスの実現に向

けた人材育成および実現への検討

等を行っている。  

（国土交通省：モビリティ人材育

成事業を活用） 

 

 

 

事業 実施主体 着手・実施期間 事業概要 

該当なし 

 

   

 

 

   

 

（３） 生産性向上の視点から取り組んだ事業 

※「（２）目標を達成するために行う事業・実施主体・事業概要等」のうち、生産性

向上を目指して取り組んだ事業について、その内容を記入して下さい。 

※上記以外の事業においても、該当する事業・取組等があれば、その内容を記入して

下さい。 

事業 取組内容 効果目標 

非補助事業 
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コミュニティバ

ス時刻表配布 

 

 

コミュニティバスの路線図・乗り方、市内鉄

道駅の時刻表を記載した時刻表を、市役所以

外にまちづくりセンター等の公共施設や各

駅、観光協会、市内平和堂などで配布。 

 

前年度比収支率

１％増を目指す 

 

普通回数券の販

売 

まちづくりセンター等の公共施設以外に市

内平和堂へ委託し普通回数券の販売を実施 

 

前年度比収支率

１％増を目指す 

期間限定の割安

な通学定期の販

売。 

定期的な利用を促進するため、利用期間を学

期ごとに固定した割安な学期別通学定期を

販売。 

 

前年度比収支率

１％増を目指す 

 

 

 

４. 具体的取組に対する評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５. 自己評価から得られた課題と対応方針 

課  題 課題への対応方針 

運転手不足等により、コミュニティバスの

運行が困難であり、ダイヤ改正を余儀なく

され、使用利者数の向上が難しい。交通維

持のため、新たな運転手確保に向けて取り

組む必要がある。 

バス事業者と行政が連携をして、運転手

確保に取り組むとともに、路線ごとに実

情に合った見直しを行っていく。 

○地域公共交通計画に設定された目標の達成について 

・市内 JR３駅の乗車人員については、前年度比で１％増加した。 

・路線バスの利用者数は前年度から横ばいとなっている。 

・コミュニティバスは、減便等の影響を受けて利用者は 7.2％減少した。一方で、燃

料費の高騰やバス運転士の待遇改善（給与増）に伴う人件費の増加により、収支率や

行政負担額が大幅に増加した。 

 

〇地域間幹線系統の維持・確保について 

・改善基準告知改正（2024 年４月）の影響により、４月以降の路線について減便等

のダイヤ変更を行ったが、概ね計画どおりの運行が確保された。 

（R7.3.13計画変更届出） 

・地域間幹線系統として運行する１系統をフィーダー系統９系統の支線と接続する

ことで、効率的で利便性の高い交通ネットワークの構築を図った。 
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持続可能な地域交通ネットワークの構築

に向けて、官民連携により、地域が一体と

なって取り組んでいく必要がある 

 

 

幹線やフィーダー系統以外の路線につ

いても一定の利用者があり、維持する必

要がある。地域などの支えあい輸送と連

携できる可能性を検討する。 

 

 

 

 

１．昨年まで（直近）の二次評価の活用・対応状況 

昨年まで（直近）の二次 
評価における事業評価結果 

事業評価結果の反映状況 
（具体的対応内容） 

今後の対応方針 

【幹線】 

一部の系統で目標・効果を 

達成できなかった系統があ

るものの、モビリティ・マネ

ジメント等の利便向上施策

により目標を大きく上回る

実績となった系統も多くあ

った。利用促進事業の効果

検証などを実施しながら、

引き続き利用促進に努めら

れたい。 

収支率の対前年度比の目標

を達成することができなか

った主な要因として、バス

運転士の待遇改善（給与

増）に伴う人件費の増加に

よる影響が大きい。 

（幹線以外ではあるが一部

路線をタクシー委託とした

ことによって経費増加） 

対象路線における年間輸送

人員は増加している。 

引き続き、各種取組を実施

していくとともに、より一

層行政と事業者との連携

を強化することで、地域間

幹線系統を軸とした交通

ネットワークの維持確保

を図っていく。 

【フィーダー】 

該当なし 

  

１．直近の第三者評価の活用・対応状況 

２．アピールポイント、特に工夫した点など 

【持続可能な地域交通ネットワークの構築】 

・地域公共交通確保維持改善事業の活用を踏まえ、バス事業者と連携し運行が維持でき

るよう、路線の再編等に取り組んでいる。 

・深刻なバス運転士不足に対して、バス事業者と協議する場を設け人材確保に向けて取

り組んでいる。 

 

【公共交通の利用促進】 

・利用者拡大のため、高齢者への無料乗車券交付事業や小学生以下を対象とした夏休み

バス無料乗車体験キャンペーンなどを実施し、コミュニティバスの利便性などを体験す

ることで利用に繋がるよう取り組んでいる。 

 

湖南市地域公共交通会議（これまでの経緯） 
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別添１

令和8年1月13日

協議会名： 湖南市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（地域公共交通計画に基づく事業）

事業を計画に位置付けたと
おり、適切に実施した。

④事業実施の適切性

B

⑤目標・効果達成状況

　引き続き、事業者や行政機関
等が連携し、利用促進施策や
モビリティ・マネジメント教育に
向けた啓発活動等に取り組ん
でいく。

滋賀バス株式会社
下田線・三雲駅ルート
三雲駅～竜王ダイハツ

A

【目標】 収支率を前年度比
1％向上

【実績】R６→R７　前年度比
11.7％減

　コミュニティバス利用促進の
ため、高齢者の無料乗車券や
夏休み無料体験キャンペーン
などを市広報誌へ掲載し、周
知を図った。
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別添１

令和8年1月13日

協議会名： 湖南市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金

①補助対象事業者等 ②事業概要
③前回（又は類似事業）の
事業評価結果の反映状況

⑥事業の今後の改善点
（特記事項を含む）

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（地域公共交通計画に基づく事業）

④事業実施の適切性 ⑤目標・効果達成状況

滋賀バス株式会社

下田線・三雲駅ルート、下田
線・甲西駅ルート、ひばりヶ丘
線、妙感寺ルート、三雲線・東
庁舎ルート

　コミュニティバス利用促進の
ため、高齢者の無料乗車券や
夏休み無料体験キャンペーン
などを市広報誌へ掲載し、周
知を図った。

A
事業を計画に位置付けたと

おり、適切に実施した。
B

【目標】 収支率を前年度比
1％向上

【実績】R６→R７　前年度比
11.7％減

　引き続き、事業者や行政機関
等が連携し、利用促進施策や
モビリティ・マネジメント教育に
向けた啓発活動等に取り組ん
でいく。

A
事業を計画に位置付けたと

おり、適切に実施した。
B

【目標】 利用者数を前年度
比1％向上

【実績】R６→R７　前年度比
0.2％向上

　引き続き、事業者や行政機関
等が連携し、利用促進施策や
モビリティ・マネジメント教育に
向けた啓発活動等に取り組ん
でいく。

【目標】 行政負担額は前年
度と同等の費用負担を補

償する。

【実績】物価高騰や働き方
改革等を考慮し、必要額を

補償した。

　引き続き、事業者や行政機関
等が連携し、利用促進施策や
モビリティ・マネジメント教育に
向けた啓発活動等に取り組ん
でいく。

BA
事業を計画に位置付けたと

おり、適切に実施した。

7

P
3
9



地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　湖南市は滋賀県南部に位置し、人口5.4万人、高齢化率26.5 ％で、ここ数年来は高齢化率が上がり、人口は緩やか
に減少傾向にあります。
　大阪、名古屋から100km圏内にあり、名神高速道路の栗東インターチェンジ、竜王インターチェンジ等を活用して県下
有数の工業団地が立地する工業のまちとして、大阪方面や甲賀方面等との広域連絡を支える JR 草津線を基幹的な
地域公共交通として、市内の ３ 駅にバス等が接続する形態を基本的なネットワークの骨格構造としています。
　その中で、隣町へ通じる唯一の地域間幹線系統であるコミュニティバス下田線・三雲駅ルートは駅や近隣工業団地と
各地域を結ぶ主要な交通手段として、必要不可欠な交通として機能しています。
　地域公共交通は、通勤・通学をはじめとする人の移動の根幹として重要度が増しています。一方で、利用者数は少子
高齢化により徐々に減少傾向にあるほか、コロナ禍以前に戻っていないことから草津線の減便が実施されるなど、利
便性に大きな影響を及ぼしています。
　湖南市がまちの将来像として定める「ずっとここに暮らしたい！ みんなで創ろう きらめき湖南」の実現に向け、「だれ
もが安心して暮らせるまち」を支える地域公共交通を維持・確保するため、地域公共交通の維持確保改善について、地
域、交通事業者、行政等の関係者みんなで連携・役割分担した持続可能な体制を構築するため進めているところで
す。
　

別添１－２

事業実施と地域公共交通計画との関連について

令和8年1月13日

協議会名： 湖南市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域間幹線系統確保維持費国庫補助金
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地域の交通の目指す姿
（事業実施の目的・必要性）

　湖南市は滋賀県南部に位置し、人口5.4万人、高齢化率26.5 ％で、ここ数年来は高齢化率が上がり、人口は緩やか
に減少傾向にあります。
　大阪、名古屋から100km圏内にあり、名神高速道路の栗東インターチェンジ、竜王インターチェンジ等を活用して県下
有数の工業団地が立地する工業のまちとして、大阪方面や甲賀方面等との広域連絡を支える JR 草津線を基幹的な
地域公共交通として、市内の ３ 駅にバス等が接続する形態を基本的なネットワークの骨格構造としています。
　その中で、隣町へ通じる唯一の地域間幹線系統であるコミュニティバス下田線・三雲駅ルートに通じるコミュニティバ
ス路線の下田線・三雲駅ルート、下田線・甲西駅ルート、ひばりヶ丘線、妙感寺ルート、三雲線・東庁舎ルートが支線の
役割を果たし、必要不可欠な交通として機能しています。
　地域公共交通は、通勤・通学をはじめとする人の移動の根幹として重要度が増しています。一方で、利用者数は少子
高齢化により徐々に減少傾向にあるほか、コロナ禍以前に戻っていないことから草津線の減便が実施されるなど、利
便性に大きな影響を及ぼしています。
　湖南市がまちの将来像として定める「ずっとここに暮らしたい！ みんなで創ろう きらめき湖南」の実現に向け、「だれ
もが安心して暮らせるまち」を支える地域公共交通を維持・確保するため、地域公共交通の維持確保改善について、地
域、交通事業者、行政等の関係者みんなで連携・役割分担した持続可能な体制を構築するため進めているところで
す。

別添１－２

事業実施と地域公共交通計画との関連について

令和8年1月13日

協議会名： 湖南市地域公共交通会議

評価対象事業名： 地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金
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湖南市地域公共交通計画の進捗管理について R5計画策定時➡ R6 R7 R8 R9 R10 R11

数値指標 数値指標 (年度) 単位 2019 2020 2021
2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028目
標

(R10)

達成率
(R6/R10)

市内3駅の乗車人員計 人/日 6,146 5.029 5,051 5,391 5,556 5,632 6,146 91.6%

平日便数あたり市内3駅乗車人員 人/便 81.9 67.1 73.2 78.1 80.5 81.6 81.9 99.6%

JR草津線輸送密度(貴生川～草津) 人/日 18,237 13,630 14,251 15,523 16,122 16,398 18,237 89.9%

路線バス利用者数(2路線計) 千人/年 120 87 92 100 101 101 120 84.2%

めぐるくん利用者数(全路線計) 千人/年 313 253 265 272 288 267 316 84.5%

収支率 めぐるくん収支率 ％ 40.6 33.2 32.3 37.5 39.3 32 40.6 78.8%

行政負担額 めぐるくんへの行政負担額 百万円 77.6 85.3 88.6 74.9 74 98.5 90 109.4%

利用者数

P
4
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○湖南市地域公共交通会議設置要綱 

令和４年９月１日 

告示第85号 

湖南市地域公共交通会議設置要綱（平成16年湖南市告示第18号）の全部を改正する。 

（設置） 

第１条 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律（平成19年法律第59号。以下「法」と

いう。）及び道路運送法（昭和26年法律第183号）の規定に基づき、地域の需要に応じた

住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便性の増進を図り、地域の実

情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議及び調整するため、湖南市地域公

共交通会議（以下「交通会議」という。）を設置する。 

（協議事項） 

第２条 交通会議は、次に掲げる事項について協議、検討及び調整を行う。 

(1) 市民の生活交通確保に関する枠組みづくりその他生活交通のあり方全般に関するこ

と。 

(2) 具体的な路線に係る生活交通確保に関する計画策定及び決定に関すること。 

(3) 法第５条第１項に規定する地域公共交通計画（以下「交通計画」という。）の策定

及び変更に関すること。 

(4) 交通計画の実施に係る連絡調整に関すること。 

(5) その他公共交通に関し必要な事項に関すること。 

（構成） 

第３条 交通会議は、次の各号に掲げる委員により構成し、会議を開催する。 

(1) 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局の職員 

(2) 一般社団法人滋賀県バス協会の職員 

(3) 一般社団法人滋賀県タクシー協会の職員 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 関係する公共交通事業者、団体、道路管理者その他交通計画に定めようとする事業

を実施すると見込まれる者が指名する者 

(6) 市民又は市内公共交通の利用者 

(7) 学識経験者 

(8) 副市長 

(9) 市職員 
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(10) 関係諸団体の代表者 

(11) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該日の属する年度の翌年度の末日までとし、

再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 交通会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、学識経験者をもって充てる。 

３ 会長は、交通会議を代表し、会務を統括する。 

４ 副会長は、委員の中から会長が指名する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。 

６ 委員は、構成団体の職員等のうち、会議開催に当たり当該団体の長が指名した職員をも

って充てる。 

（会議） 

第６条 交通会議の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集し、その議長となる。な

お、会長に事故その他の理由により支障があるときは、会長が指名する者が議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。ただし、事業実施に係る事項については、事業の実施主体として定められらた者の同

意を得るものとする。 

４ 会長は、会議への代理出席を認めることができる。ただし、学識経験者として委嘱され

た委員の代理出席については、この限りでない。 

５ 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議

事運営に支障が生じると認められる議事については、非公開で行うものとする。 

６ 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会

議への出席を求めることができる。 

７ 会長は、交通会議の議事に支障があると認められるときは、委員を退席させることがで

きる。 

８ 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（自動車部会） 
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第７条 第２条各号に掲げる事項について交通会議の業務を円滑に行うため、交通会議に自

動車部会（以下「部会」という。）を置く。 

２ 部会は、部会長及び部会委員をもって組織する。 

３ 部会長は、交通会議会長が指名する。 

４ 部会長は、部会を代表し、その会務を統括する。 

５ 部会委員は、次に掲げる者のうちから交通会議会長が指名する。 

(1) 国及び県における公共交通に関係する行政機関の職員 

(2) 地域における公共交通に関係する行政機関の職員 

(3) 関係バス事業者 

(4) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体が指名する者 

(5) 公共交通に関係する部署の市の職員 

(6) 前各号に掲げる者のほか、部会の運営上必要と認められる者 

（所掌事務） 

第８条 部会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 交通会議に付すべき事項に関すること。 

(2) 交通会議で議決した事項の執行に関すること。 

(3) 具体的な路線に係る乗合旅客運送の態様に関すること。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、交通会議の運営及び生活交通について必要な事項に関

すること。 

（協議結果） 

第９条 部会において協議が整った場合は、交通会議において協議が整ったものとみなす。 

（運賃等協議会） 

第10条 道路運送法の規定に基づき、交通会議に運賃等協議会（以下「協議会」という。）

を置く。 

２ 協議会は、路線定期運行に係る運賃等について協議を行う。ただし、複数事業者の運賃

等を協議するときは、１事業者ごとに協議を行うものとする。 

３ 協議会は、次に掲げる者を構成員とする。 

(1) 国土交通省近畿運輸局滋賀運輸支局の職員 

(2) 関係バス事業者 

(3) 市民意見を代表する者として市長が認める者 

(4) 協議を行う路線に関係する市町職員 
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４ 協議会において運賃等の協議をするときは、あらかじめ、公聴会の開催その他の住民、

利用者その他利害関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。 

（事務局） 

第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。 

２ 事務局は、交通体系及び施策の総合調整に関する事務を所管する課に置く。 

３ 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。 

４ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

（事業年度） 

第12条 交通会議の事業年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。 

（監査） 

第13条 交通会議に監査委員を２人置く。 

２ 監査委員は、委員の中から会長が指名する。 

３ 会長は、毎事業年度終了後、必要な書類を監査委員に提出し、その監査を受けなければ

ならない。 

４ 監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。 

（交通会議が解散した場合の措置） 

第14条 交通会議が解散した場合には、その収支は、解散の日をもって打ち切り、会長であ

った者がこれを決算する。 

（県協議会への報告） 

第15条 交通会議において協議した結果は、滋賀県地方バス対策地域連絡協議会へ報告する。 

（その他） 

第16条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定

める。 

附 則 

この告示は、告示の日から施行する。 

附 則（令和５年告示第87―６号） 

この告示は、令和５年10月１日から施行する。 
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機関および団体名 職　名 氏　名 部会 協議会 監査

龍 谷 大 学 文 学 部 教 授 井 上 学 〇
オブザー
バー

湖 南 市 副　市　長 中 村 元 則

大 谷 大 学 社会学部　講師 野 村 実 〇

【委員】

番号 区分 分　野 機関および団体名 職　名 氏　名 部会 協議会 監査

1 1
所 管 運 輸
行 政

国 土 交 通 省 近 畿 運 輸 局
滋 賀 運 輸 支 局

首 席 運 輸 企 画

専 門 官
喜 多 畑 敦 嗣 〇 〇

2 2 バ ス 協 会 一般社団法人滋賀県バス協会 専 務 理 事 野 村 義 明 〇

3 3 タクシー協会
一 般 社 団 法 人
滋 賀 県 タ ク シ ー 協 会

専 務 理 事 松 尾 武 文 〇

4 4
広 域 交 通
行 政

滋賀県土木交通部交通戦略課 参 事 福 島 森 〇

5 4
所 管 警 察
（ 交 通 ）

滋 賀 県 甲 賀 警 察 署 交 通 課 課 長 宮 﨑 泰 行 〇

6 5
公 共 交 通
事 業 者

西 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社
京 滋 支 社

室 長 池田 奈津子 〇

7 5
公 共 交 通
事 業 者

滋 賀 バ ス 株 式 会 社 代 表 取 締 役 隠 岐 公 史 〇 〇

8 5
公 共 交 通
事 業 者

滋 賀 タ ク シ ー 株 式 会 社 業 務 課 長 山 本 義 行 〇 〇

9 5
公 共 交 通
事 業 者

株式会社ビジネスサービス滋賀 営 業 本 部 長 大 伴 裕 二 〇

10 5 道路管理者 滋 賀 県 甲 賀 土 木 事 務 所 所 長 谷 口 俊 幸 〇

11 5
運送関連団

体
私 鉄 滋 賀 県 協 議 会 幹 事 粂 隆 太 郎 〇

12 6
市 民 又 は
利用者代表

湖 南 市 地 域 代 表 者 会 会 長 山 中 邦 夫 〇 〇

13 6
市 民 又 は
利用者代表

湖 南 市 障 が い 児 者 団 体
連 絡 協 議 会

園 田 哲 生

14 6
市 民 又 は
利用者代表

湖 南 市 老 人 ク ラ ブ 連 合 会 副 会 長 金 子 昭 英

15 7 学識経験者 龍 谷 大 学 文 学 部 教 授 井 上 学 〇
オブザー
バー

16 7 学識経験者 大 谷 大 学 社会学部 講師 野 村 実 〇

17 8
湖 南 市
副 市 長

湖 南 市 副 市 長 中 村 元 則

18 9 湖南市職員 湖 南 市 都 市 建 設 部 部 長 橋 本 徳 雄 〇 〇

19 9 湖南市職員
湖 南 市 都 市 建 設 部
土 木 建 設 課

課 長 垣 山 輝 行 〇

20 9 湖南市職員 湖 南 市 健 康 福 祉 部 部 長 奥 村 良 道 〇 〇

21 9 湖南市職員 湖 南 市 こ ど も 未 来 応 援 部 部 長 竹 内 範 行 〇 〇

22 9 湖南市職員 湖 南 市 環 境 経 済 部 部 長 青 木 浩 司 〇 〇

23 9 湖南市職員
湖 南 市 教 育 委 員 会 事 務 局
教 育 部

部 長 永 坂 隆 明 〇 〇

24 10 関係諸団体 湖 南 市 商 工 会 会 長 上 西 保 〇

25 10 関係諸団体 湖 南 市 工 業 会 会 長 小 森 茂 樹

26 10 関係諸団体
社 会 福 祉 法 人
湖 南 市 社 会 福 祉 協 議 会

冨 田 和 雄

27 10 関係諸団体
公 益 社 団 法 人
湖 南 工 業 団 地 協 会

副 会 長 西 川 忠 喜

役　職

会 長

副 会 長

部 会 長

令和７年度

湖南市地域公共交通会議　委員名簿
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